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笠松町指定ごみ袋取扱店の手引書























笠松町役場 環境経済課
（受託事業者:笠松町商工会）

はじめに

１　指定ごみ袋による家庭ごみの収集制度について
　　　笠松町では、ごみの減量化と資源化の推進などを目的に、令和３年１０月から指定ごみ袋による家庭ごみの収集制度を開始しました。この制度の対象となるのは「可燃ごみ」と「不燃ごみ」で、これらは町が指定するごみ袋に入れて排出しなければなりません。町民は指定ごみ袋を購入することにより、町に対し廃棄物処理にかかる費用の一部を手数料として支払うことになります。

２　指定公金事務取扱者とは
　　　地方自治法（昭和２２年法律第67号）第２４３条の２の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定するものです。
指定公金事務取扱者は、町の事務委託を受け、公金の徴収等の事務を行います。

３　この手引書について　
　　　指定ごみ袋を町民の皆様へ販売していただく取扱店には、本手引書に沿って、指定ごみ袋の発注、受領、販売及び処理手数料の納付をしていただくことになります。本手引書を熟読のうえ、適切な対応をお願いします。

４　用語について：この手引書で使用される用語の意義については、以下のとおりです。
・受託事業者（笠松町商工会）
　　　　取扱店から指定ごみ袋の受注、配送指示、処理手数料の収納や笠松町への納付等の業務を行う者
・製造配送業者
　　　　笠松町商工会からの配送指示を受け、指定ごみ袋を取扱店へ配送を行う者
　　・処理手数料
　　　　笠松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に規定する一般廃棄物の処理に関する
手数料で、指定ごみ袋を販売した際に町民から納付される一般廃棄物処理手数料
・取扱店
　　　　町の事務委託を受け、町民から処理手数料を徴収し、指定ごみ袋を販売します。
　　　　また、指定ごみ袋の納品実績に基づき、受託事業者へ処理手数料を支払います。
　　・販売手数料
　　　　事務委託業務の実施に対し、町が取扱店へ支払う手数料
　　・繰替払
　　　　地方自治法施行令第１６４条第４号の規定に基づき、販売手数料を処理手数料と相殺して支払うこと
１．取扱店について

１　取扱店の要件　　次の要件を満たす事業所が対象となります。
　　　　　　　　　　　①笠松町又は笠松町の隣接市町に店舗等があること。
　　　　　　　　　　　②全種類の在庫を常備すること。
　　　　　　　　　　　③発注、販売、在庫管理等を適切に行うこと。
　　　　　　　　　　　④町指定の販売価格で販売すること。
　　　　　　　　　　　⑤無料配布、値引き販売、バラ売りをしないこと。

２　提出書類　　　　・笠松町指定ごみ袋取扱店登録申請書兼指定公金事務取扱者の指定に係る申出書（様式第１号）
　　　　　　　　　　・事務委託契約書
※申請書兼申出書の審査後、笠松町より発送します。
２．指定ごみ袋の販売

１　町民への周知　　・笠松町（資源とごみのカレンダー、ＨＰ）
・商工会ＨＰ　・取扱店シール

	指定ごみ袋の種類
	容　量
	販売価格

	可燃ごみ用
	大袋
	４５㍑相当
	５００円（１０枚入り）

	
	小袋
	２０㍑相当
	６００円（２０枚入り）

	不燃ごみ用
	４５㍑相当
	１,０００円（　５枚入り）


２　販売価格




　　※指定ごみ袋の販売価格は消費税及び地方消費税込みの金額となります。

３　販売時間　　　　取扱店の営業時間内

４　領収書の発行　　自社の領収書で対応してください。

５　留意事項　　　　・登録された取扱店以外での販売はできません。　　　　　　　　　　　
・無料配布、値引き販売、バラ売りはできません。
（粗品や景品として使用することもできません。）







３．発注から引渡・納品

・電話での受付は、聞き間違いトラブル防止のため行いません。注文書での発注をお願いします。
・なるべく箱単位で発注していただくようご協力をお願いいたします。
　・箱単位で３箱以上の発注の場合は、町指定の製造配送業者より直接、
取扱店に配送し納品します。

１　発注　
・笠松町商工会へ注文書（様式第２号）を送信する
　　　　メール　kasamatsu@ml.gifushoko.or.jp
ＦＡＸ　058-387-6840
　　　　※メール又はＦＡＸが出来ない場合は、笠松町商工会にご相談ください。

	指定ごみ袋の種類
	容　量
	１箱の入数
	販売価格

	可燃ごみ用
	大袋
	４５㍑相当
	１０枚入り×４０セット
	２０,０００円

	
	小袋
	２０㍑相当
	２０枚入り×３０セット
	１８,０００円

	不燃ごみ用
	４５㍑相当
	５枚入り×４０セット
	４０,０００円



２　引渡
　・取扱店に直接配送（３箱以上）
	注文受付
	配送引渡

	１日～１５日
	２５日～３１日

	１６日～３１日
	１０日～１５日







　　・笠松町商工会窓口で受け取る場合（３箱未満）
※発注の翌営業日からお渡しできます。
※在庫管理から急遽３箱以上の納品が必要となった場合は、
笠松町商工会にご相談ください。

場所：笠松町商工会　羽島郡笠松町春日町15-1

時間：平日９時から１７時まで（祝祭日、年末年始を除く）








４．販売手数料

・納品実績額（１ヶ月間に取扱店へ納品した指定ごみ袋の販売価格の総額）の５％に
相当する金額に消費税及び地方消費税の相当額を加算した額となります。
　販売手数料＝納品実績額×５％×消費税及び地方消費税の相当額（10％）
　※１円未満端数切捨て

【計算例】可燃大(20,000円/箱)、可燃小(18,000円/箱)、不燃ごみ（40,000円/箱）を各５箱ずつ納品した場合
納品実績額　20,000円×５箱+18,000円×５箱+40,000円×５箱＝390,000円
390,000円×５％×消費税10％＝21,450円　　販売手数料：21,450円
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５．支払・納付方法




●請求金額    　・納品実績額から販売手数料を差し引いた額となります。（繰替払）
　　請求金額＝納品実績額－販売手数料



●口座振替支払　・月末締めの翌月１０日頃に請求書を送付し、２０日（金融機関休日は翌営業日）に口座振替にて引き落とします。
※口座振替手数料は商工会にて負担します。

●振込納付　　　・月末締めの翌月１０日頃に請求書を送付しますので、２５日(金融機関
休日は翌営業日)までにお振込みください。
※振込にかかる手数料は各自ご負担願います。

・領収書をご希望の方は、笠松町商工会までご連絡ください。
翌月の請求書に同封してお渡しします。
６．その他


１　交換返品
・不良品を除き返品・交換はできません。
・製造元に起因がある破損、欠損については交換いたしますので、笠松町商工会にご連絡ください。
・閉店、廃業等により取扱いを辞める場合に限り、払い戻しいたします。

２　取扱店における会計処理方法
　・販売代金は「売上」として処理して下さい。
※通常の商取引（売上・仕入）での会計処理となります。
３　取扱店の登録取消し
・笠松町商工会が決めた期日までに仕入代金を納付出来ない場合は取扱店の登録を取消しさせていただきます。

４　取扱店登録事項の変更等
・取扱店の登録事項に変更がある場合又は、指定ごみ袋の取扱いを廃止する場合は、あらかじめ「笠松町指定ごみ袋登録事項変更等届出書兼指定公金事務取扱者の変更に係る届出書（様式第３号）」を提出してください。



５　お問い合わせ先　　笠松町役場　　環境経済課　
羽島郡笠松町司町1
TEL　058-388-1114
　　FAX　058-387-5816
メール　kankyoukeizai@town.kasamatsu.lg.jp



笠松町商工会　羽島郡笠松町春日町15-1
TEL　058-388-2566
　FAX　058-387-6840
メール　kasamatsu@ml.gifushoko.or.jp


















様式第１号


[bookmark: _Hlk65849108]  笠松町指定ごみ袋取扱店登録申請書兼
　指定公金事務取扱者の指定に係る申出書

　　年　　月　　日　　

（あて先）笠松町長　

申請者
住所

氏名

電話番号　　　
(法人にあっては，所在地，名称及び代表者氏名)

担当者
住所

氏名

電話番号　　　

　笠松町指定ごみ袋取扱店の登録申請及び指定公金事務取扱者に係る申し出を行います。
	[bookmark: _Hlk66787637]取扱店名
	

	所在地
	

	電話番号
	

	F　A　X
	

	公金事務の名称
	笠松町一般廃棄物処理手数料の徴収事務

	公金の種類
	笠松町一般廃棄物処理手数料



添付書類
（１）会社概要を記載した書類
（２）法人の登記事項証明書類（個人事業主は不要です。）
（３）指定の申出をする日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
（４）公金事務に係る業務の人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書類
（５）個人情報の保護及び法令遵守に関する方針及び体制を記載した書類

様式第２号
笠松町指定ごみ袋　注文書
　　年　　月　　日
笠松町商工会　行

事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話　　　　　　　　　　　　　FAX　　　　　　　　　　

下記のとおり、笠松町指定ごみ袋を注文いたします。

	可燃　大
	箱　　

	
	セット


１箱４０セット　２０，０００円（５００円／セット）

	可燃　小
	箱　　

	
	セット


１箱３０セット　１８，０００円（６００円／セット）

	不燃
	箱　　

	
	　セット


１箱４０セット　４０，０００円（１，０００円／セット）

	合　計　金　額
	支　払
	配送希望日(３箱以上の発注)

	　円　
	振込　・　口座振替
	月　　　日　




笠松町商工会　羽島郡笠松町春日町15-1
TEL　058-388-2566　FAX　058-387-6840
メール　kasamatsu@ml.gifushoko.or.jp
様式第３号

笠松町指定ごみ袋取扱店登録事項変更等届出書兼
指定公金事務取扱者の変更に係る届出書

　　年　　月　　日　　

　（あて先）笠松町長　

届出者

住所

氏名

電話番号

(法人にあっては，所在地，名称及び代表者氏名)

笠松町指定ごみ袋取扱店（指定公金事務取扱者）の登録を変更（廃止）したいので
届け出ます。

記

	取扱店名
	変更前

	
	変更後

	所在地
	変更前

	
	変更後

	電話番号
	変更前

	
	変更後

	ＦＡＸ
	変更前

	
	変更後

	変更（廃止）期日
	年　　　　月　　　　日
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